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今回のあおぞらレターは、今年 2 ⽉に厚⽣労働省が公表した「平成 27 年賃⾦構造基本統計調査」を 
ご紹介いたします。⼥性の賃⾦が過去最⾼を更新したほか、短時間労働者の賃⾦の伸びも著しく過去 
最⾼となりました。今後の賃⾦設計や労働⼒確保のためにも、参考にしていただければと思います。 

【統計】    平成 27 年賃⾦構造基本統計調査について    

■⼥性の賃⾦が過去最⾼ 
 

＜厚⽣労働省 平成 27 年賃⾦構造基本統計調査の概況＞ 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2015/dl/13.pdf 

＜厚⽣労働省 賃⾦構造基本統計調査＞ 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html 

 

■短時間労働者の賃⾦が男⼥ともに過去最⾼ 
 

■定義 

「短時間労働者」とは、同一事業所の 

一般の労働者より１日の所定労働時間 

が短い又は１日の所定労働時間が同じ 

でも１週の所定労働日数が少ない労働 

者をいい、「一般労働者」とは、「短時 

間労働者」以外の者をいいます。 

●短時間労働者の１時間当たり賃⾦は、男性 1,133 円（前年⽐ 1.2％増）、 
⼥性 1,032 円（前年⽐ 2.0％増）で、いずれも過去最⾼となっています。 
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第 1 表 性別賃⾦、対前年増減率及び男⼥間賃⾦格差の推移 

統計の 
詳 細 

●一般労働者の賃⾦（所定内給与）は、 
男⼥計 304.000 円（前年⽐ 1.5％増）、 
男性 335.100 円（同 1.7％増）、 
⼥性 242.000 円（同 1.7％増）で、 
それぞれ前年を上回り、⼥性の賃⾦は 
過去最⾼となっています。 

 

●男⼥間賃⾦格差は、過去最小となった 
前年と同⽔準（男性 100︓⼥性 72.2） 
を維持しています。 

 

出所︓厚⽣労働省「平成 27 年賃⾦構造基本統計調査の概況」 
 

正社員の給与の伸びが停滞している一方で、非正規雇用者や短時間労働者の 
賃⾦の増加傾向は続いており、企業としては、10 月から始まる社会保険の適用拡大なども相まって、 
⼈件費上昇とパートを中⼼とした労働⼒不⾜に悩んでいる背景を反映した結果と⾔えるでしょう。 


